
［食事］ 食堂に集まって、皆様で楽しく食事をします。
（管理栄養士や看護師の指導のもと、健康上の留意点にも
　気をつけながら食事を提供しております。）

［介護］ 本人の状況に応じた排泄介助、入浴介助、身辺介護等

また、自立に向けた支援（その人らしく生活出来る援助）を行っております。
支援・要介護者の方は介護保険によるサービス（訪問介護・デイサービス）を利用出来ます。

　　※　当施設は、複合施設であり、訪問介護・デイサービス・特別養護老人ホームもあります。

［健康管理］ 当施設の提携病院への定期的な受診（送迎バスにて）

嘱託医による週1回の診察と看護師による日々の健康チェックを行っています。
歯科受診希望の方へは訪問歯科にて受診も出来ます。

［居室］ 全個室となっています。タンス・水屋・押し入れ・ベッド・エアコン完備。
本人の状態に応じ、畳、フローリング（車イス可）対応。
施設全体がバリアフリー対応ですので生活しやすい工夫をしております。

［その他］ 外食レクレーションやクリスマス会やボランティアに来て頂いて歌や踊りを
披露してもらう演芸レクレーションなどを行い、皆様に楽しんで頂いてます。

また、毎月クラブ活動として、書道・華道・カラオケ等も行っています。

移動売店を月3回、訪問理髪も月2回来園してもらい、外出が出来ない方へも
買い物や散髪が出来るよう支援しています。共同の洗濯機あり。

社会福祉法人 　　〒811-0117 福岡県粕屋郡新宮町大字上府545番地1

新宮偕同園 ☎　092-962-0512（代）　FAX　092-962-0514
ホームページアドレス　　http://www.kaidoen.com

現在置かれている環境では生活が難しく、経済的にも問題がある６５歳以上の

高齢者が市町村の措置によって入所できる施設です。

※要介護認定を受けていない方、要支援 １ ･ ２ 、要介護 １ ･ ２ の方は申込み可能です。

環境上の理由・・・心身に障害があって日常生活を送ることが困難であり、かつ、世話をして

くれる人がいない場合、家族との同居が続けられず本人の生活が困難な

場合、住むところがない、又は、あっても環境が非常に悪い場合などです。

経済的な理由・・・生活保護を受けている場合や、世帯の生計中心者が市町村民税の所得割を

課されていない場合などです（市町村民税非課税の方など）

養護老人ホームへの入所については、市町村長の決定が必要です。

※入所申込みの窓口は、市町村の役所（役場）となります。

入所までの基本的な流れ

①まずは気軽に入所相談

市町村の役所（役場）窓口、居宅介護支援事業所（ケアマネージャー）、

地域包括支援センター、民生委員、養護老人ホームに相談して下さい。

新宮偕同園では、施設見学や入所についての相談をいつでも受け付けて

おります。お気軽にご相談下さい。 担当：中村

②入所申込み

入所の申込みはお住まいの市町村の役所（役場）窓口で行います。

※住民票のない場合は申込み時点にお住まいの市町村を言います。

詳細は市町村にお問い合わせ下さい。

③調査
本人、その扶養義務者等に係わる心身の状況、生計の状況、その他

必要事項について調査が行われます。

④入所判定委員会
調査及び本人の健康診断に基づき、

措置の要否について入所判定が行われます。

⑤決定
市町村長が入所判定委員会の報告により

入所措置の要否を決定します。

⑥入所
本人の状況に応じて、本人及び、ご家族様と

話し合いをさせて頂きます。

養護直通電話 お気軽にどうぞ♪

092-962-3225

ハイ チーズ！！

美味しい！！

外食♪楽しいね

何買おっかなぁ～♪


